
◆児童手当 制度改正 手続き【必要/不要】確認フローチャート◆

はじめに

あなたが養育している大学生年代以下のお子さまの組み合わせは、

以下の①～⑥のうちどれに当てはまりますか。

※大学生年代

平成14年4月2日～

平成18年4月1日生まれ

※高校生年代

平成18年4月2日～

平成21年4月1日生まれ

①高校生年代のみ ②高校生年代＋大学生年代 ③高校生年代＋中学生以下 ④大学生年代＋高校生年代

＋中学生以下

⑤大学生年代＋中学生以下 ⑥中学生以下のみ
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■提出書類（該当する書類を提出してください）

1

2

3

認定請求書

額改定認定請求書

監護相当・生計費の負担に

ついての確認書

手続

不要

※ただし、新規申請時に認定され

ていないお子さまがいる場合は、

の提出が必要です2

※１ の書類には、請求者様の健康保険証の写しと通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付し

てください。

※その他、個々の状況により、追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
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